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緒   言 

 平成 14 年度において食品研究科で検査した食品の苦情

に関する検体数は 109 件であった．加工乳の食中毒事件を

契機に急増した平成 12 年度の食品の苦情検体数 282 件，

続く平成 13 年度の 162 件に比べると減少傾向にあるもの

の，食品の異物や異臭に関する大きな問題の起きなかった

平成 11 年度の 68 件に比べると多く，依然として消費者の

食品の安全に対する関心の高さが伺える． 
 苦情の内訳を見ると，異物混入が 68 件（62％），異臭に

関するものが 31 件（28％），その他が 11 件（9％）であり，

異物混入に関しては，前年度が 63 件であり減少傾向は見

られなかった． 
 本報では，前報 1)に引き続き，平成 14 年度の苦情事例の

中から今後の業務の参考となる事例について報告する． 

 
１. 食パンに練り込まれていた褐色物質 

①試料 褐色物質の入った食パン［写真 1(a)］ 

②苦情の概要 保育園に配達された給食用食パンに褐色物

質が混入しているのを職員が発見し，保健所に届け出た．

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

写真１．食パンに混入していた褐色物質 
(a)苦情品の食パン，(b)褐色物質部の拡大，(c)褐色物質の顕微鏡写真（透過光観察），(d)同（偏光観察

／クロスニコル），(e)食パン白色部の顕微鏡写真（透過光観察），(f)同（偏光観察／クロスニコル） 
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③検査方法及び結果 苦情品は厚さ 7 mm ほどにスライス

され周囲の耳が落とされた食パンであり，中心部より 1～2 
cm ずれた位置に褐色物質の一部が確認できた［写真

1(a),(b)］．食パンを褐色物質の部分で二つに分け横断面を

見ると，褐色物質は食パンの内部に埋まっており，後から

パンに付着したものではなく，パンを焼く前に混入したも

のであることが分かった．また，褐色物質とパンの境界面

ははっきりしない箇所が多かった．褐色物質を食パンから

取りだすと，長辺約 18 mm，白～褐色の柔らかい不定形の

塊であり，実体顕微鏡で観察すると形状はパンに似ていた．

この一部をスライドグラスに採り，顕微鏡（100～400 倍）

で観察すると，でんぷん様の丸い微粒子の塊であることが

確認できた［写真 1(c)］．そこでよう素試液を加えると丸い

微粒子は暗青色に着色した．また，顕微鏡で偏光観察を行

うとクロスニコル（偏光板の片方を水平に回転させ，視野

が最も暗くなった状態）でかすかに偏光性が見られた［写

真 1(d)］．なお，パンの一部をスライドグラスに採り，褐

色物質の検査と並行して同様の検査を行った結果，形態［写

真 1(e)］，偏光観察像［写真 1(f)］及びよう素でんぷん反応

共に両者は良く一致した．以上の結果より，褐色物質はで

んぷんの塊であり，その形態から，小麦粉でんぷんである

ことが分かった． 

④考察 でんぷんは原料となる植物により様々な種類があ

る．でんぷんの種類の鑑別は，100～400 倍の生物顕微鏡，

金属顕微鏡，偏光顕微鏡又は電子顕微鏡により行う．すな

わちでんぷん粒の形，へそ（同心円模様の中心）の位置，

よう素でんぷん反応の色，偏光観察（クロスニコル）にお

ける偏光十字模様の形などを，標準品の各種でんぷんと比

較する．なお，よう素試液はルゴール液でも良く，水で希

釈し，薄い茶色の溶液としたものを使用すれば色の付き方

の観察がし易い．また，偏光観察は偏光顕微鏡での観察が

最も良いが，なければ簡易型の偏光装置でも可能である２）． 

 生のでんぷんは形も整っており，偏光観察によりはっき

りとした偏光十字模様が観察されるものが多いが，パンな

どのようにでんぷんに水を加えて加熱されたものは水を含

んで膨潤して大きくなり，形がくずれたものも多く見られ

る．また，結晶構造が崩れるため偏光十字模様が薄くなり，

あるいは消失する．ただし水を含まないでんぷんはパンを

焼く条件で加熱されても結晶構造が崩れることはなく偏光

十字模様が観察できる．このことは，でんぷんが異物とし

て混入した場合の混入時期を推察する上で貴重な情報とな

る場合もある． 
 今回発見された褐色物質は，参考試料として入手した，

パン生地をこねるミキサーの周囲に付着していた小麦粉と

色が良く似ていた．また，褐色物質のでんぷんの偏光観察

像は偏光十字模様が周囲のパンの部分のでんぷんよりもや

やはっきりしていたので，褐色物質はパンが焼かれる段階

でパンよりも水分が少なかったと思われる．したがって，

褐色物質はパンを焼く前の段階でミキサーなどの周囲に付

着した湿った小麦粉の塊が落下混入したものであると推察

された． 

２. シーチキン缶詰からみみず様物質 

①試料 シーチキン缶詰のフレークに付着したみみず様物

質及び当該の缶詰［写真 2(a)］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

写真２．シーチキン缶詰から出てきたみみず様物質 
(a)苦情品の缶詰，(b)みみず様物質，(c)みみず様物質の横断面 
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②苦情の概要 シーチキン缶詰を開け，シーチキンのフレ

ークをパンに挟んで子供に食べさせようとしたところ，缶

詰の中に褐色のひも状物質を発見した．苦情者はみみずで

はないかと思い保健所に届け出た． 
③検査方法及び結果 苦情品のみみず様物質は，缶詰から

取り出された後，時間が経過していたため，付着していた

シーチキンのフレークと共に乾燥し硬くなっていた．実体

顕微鏡で観察すると，焦げ茶色の棒状でシーチキンを巻く

ように曲がっており，直径 0.5～1 mm，伸ばした長さは約

2.5 cm であった．また，棒の途中から直径 0.2～0.3 mm
の枝が出ていた［写真 2(b)］． 
 みみず様物質の一部を切り取り，水に浸漬すると柔らか

くなった．そこでこれを安全かみそりで輪切りにし，横断

面の薄い切片を作り，顕微鏡により観察した．その結果，

写真 2(c)に示したように，横断面は円形で太い静脈と，細

いが厚い血管壁を持つ 2 本の動脈が観察された．この形状

から，みみず様物質は血管の束であることが分かった．な

お，参考品として大型のかつおの血管を入手し，外形及び

横断面の形状を比較した．その結果，みみず様物質はかつ

おの血管に良く類似していた． 

④考察 魚の血管を消費者が異物として認識する事例は少

なくない．通常，魚の血管はかなり細いが，この事例のよ

うな太い血管は大型魚の血管であり，シーチキン缶詰から

出てきたことから推察すると，大型のまぐろ又はかつおの

血管と思われる． 
 血管のような動物組織を観察するためのプレパラートの

作成は，通常，パラフィン包埋組織標本や凍結組織標本を

作成するが，一時プレパラートであれば，実体顕微鏡下で

安全かみそりを用いて試料の薄片を作成する方法でも，充

分観察可能なプレパラートが得られた． 

３. 「焼き肉どんぶり」から紙様の茶色物質 

①試料 「焼き肉どんぶり」から出てきた紙様の茶色物質

及び焼き肉 

②苦情の概要 飲食店において家族で食事をしていたとこ

ろ，苦情届け出者の食べた「焼き肉どんぶり」の中に紙様

の茶色物質が入っていた．店員に申し出たところ，茶色物

質は紙ではなく牛肉であると言われたので，保健所に届け

出た． 
③検査方法及び結果 茶色物質は大きさ 1～2.5 cm の不定

形の塊が数個集まったものであり，色及び形態は焼き肉の

小さな塊に似ていた［写真 3(a),(b)］．茶色物質を実体顕微

鏡で観察すると，紙のようにほぐれ，その一部をさらにほ

ぐすと，細い繊維が不規則に集まった塊であることが確認

できた［写真 3(c)］．この一部をスライドグラスに採り，高

倍率（100～400 倍）で観察すると，紙の原料となるパル

プの繊維であることが分かった［写真 3(d)］．そこで，茶

色物質を水で洗浄後乾燥したものについてフーリエ変換赤

外分光光度計（FT-IR)による赤外線吸収スペクトルを測定

した．その結果，茶色物質のスペクトルは対象として測定

した紙のスペクトルと良く一致した．以上の結果から，こ

の茶色物質は紙の塊であることが分かった． 
④考察 紙は顕微鏡観察により，木の繊維が確認できる［写

真 3(e),(f)］．木の破片との違いは，木は繊維がほぼ一定方

向に整列しているのに対して，紙の繊維は入り乱れている

ので区別ができる．また，段ボール紙の様な再生紙を含む

紙は，様々な色に着色した繊維片が確認できる．さらに原

料が木材ではなく，わら，こうぞ，みつまた，ケナフ等か

ら作られた紙や合成樹脂で接着させた不織布も汎用されて

おり，顕微鏡観察によりパルプ紙とは形態が異なるので区

別が可能である． 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
写真３．「焼肉どんぶり」から出てきた茶色物質 

(a)「焼肉どんぶり」から出てきた茶色物質，(b)焼肉どんぶりの肉，(c)茶色物質の拡大写真， 
(d)同顕微鏡写真／200 倍，(e)(f)参考品の紙の顕微鏡写真／200 倍 
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 赤外線吸収スペクトルの測定では，紙は木と同じセルロ

ースのスペクトルが得られる．ただし，炭酸カルシウム ，
二酸化チタン，タルク，でんぷん又はポリエチレンなど様々

な物質による表面処理あるいは添加された紙も多いので注

意を要する． 

４. すしからプラスチック様の物質 

①試料 プラスチックの小片様の物質 

②苦情の概要 パック詰めのすしと野菜ジュースを購入し，

帰宅後喫食したところ，口の中からかたい物質が出てきた．

最初は米の乾いたものと思ったが，プラスチックのような

ので調べてほしいと保健所に届け出た． 
③検査方法及び結果 プラスチック様の物質は横 5.4 mm，

縦 3.9 mm，厚さ 0.1～0.2 mm の白色半透明の薄片であり，

プラスチックのような堅さ及び弾力性を有していた．水洗

後，一部折れ曲がっていたところを伸ばし，実体顕微鏡で

観察すると［写真 4(a)］，本物質は年輪状の模様があり［写

真 4(b)］，その形態から魚のうろこであることが分かった． 

④考察 魚のうろこの形態は魚の種類で異なる 3)．参考と

して鮭のうろこを写真 4(c)に示した．今回の事例はすしね

たの魚のうろこが混入したことが推察されたが，魚の種類

の同定にまでは至らなかった． 
５. スティックシュガー中の黒色物質 

①試料 包装のシール部分及び同袋内部に黒色物質が混入

したスティックシュガーの開封品及び写真 5(a)に示した未

開封品 
②苦情の概要 スティックシュガーを購入し，コーヒーに

入れようとしたところ砂糖の中に黒色物質を発見したため，

包装のシール部と内部に黒色物質が確認できる未開封品と

共に保健所に届け出た． 

③検査方法及び結果 未開封品の包装のシール部分に挟ま

った 2 個の黒色物質の付着を認め［写真 5(a)］，食品と接

する包装の内側にも 1 個の黒色物質の混入を認めた［写真

5(b)］．大きさは，それぞれ，長径 5 mm 短径 4 mm，長径

5 mm 短径 3 mm，長径5 mm 短径 3 mm であった． 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
写真４．すしから出てきたプラスチック様物質及び参考品の鮭のうろこ 

(a)すしから出てきたプラスチック様物質，(b)同拡大写真，(c)参考品の鮭のうろこ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
写真５．スティックシュガーの黒色物質 

(a)スティックシュガーの包装シール部分に挟まった黒色物質，(b)同袋の中に見える黒色物質， 
(c)袋の外に取り出した黒色物質の拡大写真 
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 黒色物質を取り出し［写真 5(c)］，水洗後，ヘキサンで洗

浄するとばらばらに分かれ短い繊維状物質の塊であった．

この繊維状物質を FT-IR で測定した結果，その材質はポリ

プロピレンであった． 
 なお，包装材料（スティックシュガーの袋）の材質も，

FT-IR により，黒色物質と同じポリプロピレンであること

が分かった． 

④考察 苦情品のスティックシュガーは，ポリプロピレン

製のシートをヒートシールにより成形した袋に砂糖を入れ，

さらにヒートシールにより個別分包されたものである．し

たがって黒色物質は，ヒートシールする装置に付着してい

たポリプロピレンの破片の塊が長期間の加熱により焦げ，

シートを筒状に成形する際のヒートシールする段階で，シ

ートの内側に付着して混入したものであることが推察され

た． 

 
６. 「ねぎとろどん」からガラス様固形物 

①試料 「ねぎとろどん」から出てきたガラス様固形物 

②苦情の概要 都内の寿司屋で「ねぎとろどん」を喫食し

た際，口の中でかちっと音がしたので口から出したところ

透明なガラス様固形物であった．苦情者は喫食時口の中に

異物感がありその一部を食べてしまったという不安からか，

喫食後ただちに 3 回連続しておう吐したため，病院に行き，

CT 撮影をして内蔵に傷が無いかを検査している．検査の

結果，異常は認められなかったが，本物質が何であるか鑑

別を希望し，保健所に届け出た． 

③検査方法及び結果 苦情品の固形物の外観は長さ約 4 
mm，幅約 2 mm のガラス様物質であった．これを実体顕

微鏡で観察すると，光沢があり，光線を当てると強く反射

した．破断面は鋭く，ガラスによく似ており［写真 6(a),(b)］，

偏光観察（クロスニコル）で偏光性を認めなかった［写真

6(c)］．また，枝付き針で押さえると傷も付かず，その感触

から非常に硬い物質であることも分かった．さらに，蛍光

Ｘ線分析装置で元素分析した結果，構成元素はけい素(約

74 %），カルシウム（約 21 %），カリウム（約3 %）及び

アルミニウム（約 1%）であった． 
  本固形物の形態，堅さ，偏光性が観察されないこと，ま

た構成元素の大部分がけい素及びカルシウムであることか

ら，本物質はガラスの破片であることが分かった． 

④考察 食品から検出される異物の中で，鉱物性異物 4)は

口の中に入った場合，物理的に口の中や消化器官を傷つけ

るなど，直接危害を与えるものが多い，特にガラスや金属

の破片は危険度が高く，また消費者が発見し易いことから

混入異物としての苦情事例は多い． 
 食品から検出されるガラス様の異物には，ガラス片 5)，

石 6)（透明な石英他），プラスチック，結晶（食塩，糖 7），

ワインのおり 6,8)他）及びかになどの水産物缶詰に生成する

ことがあるストラバイト 9)など様々なものがある． 
 小さなガラス片が疑われる異物は，水及びアルコールで

洗浄（結晶類は水に溶けるものもあるので，水洗は注意し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

写真６．「ねぎとろどん」から出てきたガラス様固形物及び参考品のガラス破片と砂粒 
(a)「ねぎとろどん」から出てきた固形物質（透過光観察），(b)同（落射照明観察），(c)同（偏光観察／クロ

スニコル），(d)参考品のガラス（透過光観察），(e)同（偏光観察／クロスニコル），(f)砂粒（透過光観察）， 
(g)同（偏光観察／クロスニコル） 
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て行う）した後，実体顕微鏡で観察する．ガラスの破片は

鋭利な部分があり，破断面にはガラス特有の貝殻状の縞模

様が確認できる場合が多く［写真 6(d)］，枝付き針で押さ

えると，かなり硬い感触がある（強く押さえすぎると飛び

散るので注意する）．また，ガラスの破片は瓶やコップの一

部と推察できる構造の面を確認できる場合もある．次にガ

ラスと土壌由来の砂粒（石英や長石）を識別するために偏

光観察（クロスニコル）を行い，結晶構造を持つ砂粒では

虹色に光る（偏光性が有る）［写真 6(g)］が，結晶構造を

持たないガラスでは虹色に光らない（偏光性が無い）［写真

6(e)］ことを確認する．さらに，蛍光Ｘ線分析装置やマイ

クロアナライザーによる元素分析を行えば，構成元素の種

類と比率からガラスの種類についても推定でき，混入原因

を追及するための資料とすることができる．また，食品製

造時に破損したガラスがあるなどの記録が残っていれば，

そのガラスと比較することにより，原因をほぼ確定できる

場合もある． 
 本事例のガラスは，主成分であるけい素の他にカルシウ

ムが多く，鉛やほう素が検出されていないことから，最も

一般的なソーダガラス製の食器か瓶のかけらが，食品材料

に混入したものと推察される． 

 
７.「高菜おにぎり」から骨様物質 

①試料 「高菜おにぎり」から出てきた骨様の物質 

②苦情の概要 「梅おにぎり」，「高菜おにぎり」及びサラ

ダを購入し，そのうち「高菜おにぎり」を食べたところ中

に白い魚の骨様の物質が混入していたため，苦情者により

保健所に届けられた．なお，販売店には「鮭おにぎり」も

並んでいたが，苦情者は購入していない． 

③検査及び結果 苦情品の骨様の物質は長さ約 7 mm，直

径約 5 mm の円筒状の塊と 2 個の長さ 3～4 mm の扁平な

塊で，共に固く，淡い黄土色である［写真 7(a)］．これを

実体顕微鏡で観察すると，円筒部分に網目状にすが入った

様子がみられた［写真 7(b)］．参考品として当該店で販売

されている「鮭おにぎり」の原料である鮭の骨部分を同様

に観察し比較した．すなわち，鮭の骨の表面を覆っている

ゼリー様物質を n-ヘキサンで洗浄して取り除き，デシケー

ター中で乾燥したものを実体顕微鏡で観察したところ，円

筒部分にすが入った様子が観察された［写真 7(c)］．また，

苦情品及び参考品の縦面を安全かみそりでスライスし，顕

微鏡で観察したところ両者共縞模様が認められた． 
 本品に 10％塩酸を滴下すると一部が溶け，燃焼試験では

白い灰分が残り，無機成分の存在が示唆された．そこで苦

情品及び参考品について蛍光Ｘ線分析装置を用いて元素分

析を行った．その結果，両者からカルシウム，りん，塩素

及び硫黄を検出し，その組成も苦情品と参考品は極めて類

似していた．なお，苦情品の蛍光 X 線スペクトルを図１に

示した． 

④考察 当該店で販売している「鮭おにぎり」の鮭の骨が

「高菜おにぎり」に混入してしまった苦情事例であり，一

見して魚の骨であろうと予測されたが，苦情者が納得せず，

科学的根拠が求められた事例であった．顕微鏡観察と構成 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

写真７．「高菜おにぎり」から出てきた物質及び参考品の魚（鮭）の骨 
(a)(b)「高菜おにぎり」から出てきた物質，(c)参考品の魚（鮭）の骨 
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成分の分析を行い，参考品と比較することで魚の骨である

という結論を得た． 

 
ま と め 

 平成 14 年度に当研究科が保健所から依頼された食品の

苦情に関する検査の中から，7 事例について報告した． 
１．食パンの中に混入していた褐色物質は，顕微鏡観察（偏

光観察）の結果，小麦粉であり，パン製造時に周囲に付着

し変色した粉が混入したものであると推察した． 

２．シーチキン缶詰から出てきたみみず様物質は，全体の

形状及び横断面の形状から，缶詰の原料である魚の血管で

あることが分かった． 

３．「焼肉どんぶり」から出てきた茶色物質は，顕微鏡観察

及び赤外線吸収スペクトルから，紙の塊であることが分か

った． 
４．すしから出てきたプラスチック用の薄片は，うろこで

あり，すしねたの魚のうろこが混入したものと推察した． 
５．スティックシュガーの中及び袋のシール部分に入って

いた黒色物質は，赤外線吸収スペクトルから，袋と同じ材

質のポリプロピレンが焦げたものであることが分かった． 

６．「ねぎとろどん」を喫食中に口から出てきた物質は，顕

微鏡観察（透過照明，落射照明及び偏光観察），蛍光 X 線

分析装置による元素分析などからガラスの破片であること

を確認した． 

７．市販の「高菜おにぎり」から出てきた物質は，蛍光 X
線分析装置による元素分析などから，魚の骨であることを

証明した． 

 今回報告した異物の事例は，何れも異物と同じか同等と

思われる参考品を入取し，形態観察，化学的検査，物理的

検査，赤外線吸収スペクトルの測定及び蛍光 X 線分析など

により異物と参考品を同時に試験し，比較しながら鑑別を

行った．異物の解明において，上述した手法及び分析機器

を駆使して分析を進める上で，適切な参考品を入手するこ

とが非常に大きな鍵となる場合が多いと考える． 
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